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の特例を設けるもの（３．の要件に適合するものに限る。）

２．減車実施の方法

認定特定事業計画に基づき実施する減車については、認定申請書に減車の時期が具

体的に記載された事業計画（事業用自動車の数）変更の事前届出書が添付されている

場合には、法第１３条第２項の規定に基づく道路運送法第１５条第３項の届出をした

ものとみなす。

それ以外の場合には、減車の時期が具体化した時点において同項の届出を行わなけ

ればならない（みなし届出の適用以外は道路運送法の減車に同じ。）。

３．休車実施の要件

次に掲げる要件に適合する供給輸送力減少であって、事業再構築として認定特定事

業計画に定められたものを休車として取り扱うこととし、６．に規定する特例を適用

するものとする。

一 休車期間 １年以上であること。

二 休車車両数 当該一般乗用旅客自動車運送事業者の基準車両数からの減車車両

数と同数を限度とすること。

ただし、共同事業再構築の場合にあっては、当該共同事業再構築を実施する一

般乗用旅客自動車運送事業者の基準車両数からの減車車両数の合計の同数をこれ

らの事業者の休車車両数の合計の限度とすること。

三 実施予定時期 特定地域の指定期間内に実施するものであって、それぞれの実

施予定時期における当該一般乗用旅客自動車運送事業者の基準車両数からの減車

車両数と同数を限度とすること。

４．休車実施の方法

認定特定事業計画に基づき実施する休車については、認定申請書に休車期間、休車

車両数及び実施時期が具体的に記載された事業計画（事業用自動車の数）変更の事前

届出書（認定特定事業計画に基づき３．の要件への適合を確認できるものに限る。）

が添付されている場合には、法第１３条第２項の規定に基づく道路運送法第１５条第

３項の届出をしたものとみなす。

それ以外の場合には、休車の時期が決定した時点において休車期間、休車車両数及

び実施時期を記載した事業計画（事業用自動車の数）変更の事前届出書（認定特定事

業計画に基づき３．の要件への適合を確認できるものであって、届出の時点で法第１

４条による特定事業計画の認定の取消しを受けていないものに限る。）を提出しなけ

ればならない。

届出（みなし届出を含む。）に基づき休車を実施する際には、遅滞なく、休車車両

数に相当する事業用自動車の抹消登録等使用権原を消滅させる手続をしなければなら

ない。

５．休車解除の時期及び割合

特定地域における直近の四半期の実車率、日車実車キロ又は日車営収のうちいずれ






